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（午後 ６時００分 開会） 

○久村課長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから、平成２９年度東京都糖尿

病医療連携協議会を開会とさせていただきます。 

  本日は大変お忙しい中、ご出席いただきまして、ありがとうございます。御礼を申し

上げます。 

  私は、東京都福祉保健局地域医療担当課長の久村でございます。議事に入りますまで

の間、進行役を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。では、着座

にてご説明させていただきます。 

  初めに、本日の会議についてでございますが、まず資料でございます。 

  次第の配布資料のところに記載してございますとおり、資料１から資料１８まで。そ

れから、参考資料１から参考資料３まででございます。 

  また、区中央部圏域別検討会作成リーフレット及び区東部圏域別検討会作成の医療連

携ニュースを同様に配付させていただいております。 

  不足、落丁等ございましたら、議事の都度でも結構でございますので、お知らせいた

だければと思います。 

  続きまして、会議の公開についてでございますが、本協議会は会議、会議録、会議に

関する資料等につきましては、公開とさせていただきますので、ご了承をお願いいたし

ます。 

  続きまして、本協議会の委員についてでございますが、資料１、委員名簿をごらんく

ださい。 

  今年度から新たに委員にご就任いただきました先生方をご紹介させていただきます。 

  委員名簿の左のほうに番号を振ってございますが、まず、ナンバー４番目の馬場園委

員でございます。一言お願いします。 

○馬場園委員 東京女子医科大の馬場園と申します。よろしくお願いします。 

○久村課長 ありがとうございます。 

  続きまして、１２番目、藤田委員でございます。 

○藤田委員 多摩北部医療センターの藤田と申します。よろしくお願いいたします。 

○久村課長 続きまして、１３番目でございますが、小林委員でございます。 

○小林委員 島しょ保健所長、小林でございます。よろしくお願いします。 

○久村課長 続きまして、３１番目、設樂委員、３２番、森田委員は、本日ご欠席とのご

連絡をいただいております。 

  ３３番目の小竹委員でございます。 

○小竹委員 南多摩保健所長の小竹でございます。よろしくお願いいたします。 

○久村課長 同じく３４番目、矢内委員でございます。 

○矢内委員 保健政策部長の矢内でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○久村課長 それから、本日、ナンバー７の小沼委員、１４番の秋澤委員、３２番の森田
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委員からご欠席のご連絡をいただいております。 

  それから、代理出席の方をご紹介させていただきます。 

  ナンバー１、宇都宮委員の代理で、東京慈恵会医科大学附属病院患者支援医療連携セ

ンター、安藤真之様にご出席いただいております。 

○安藤氏 慈恵医大病院の事務の安藤と申します。 

  本日、宇都宮委員の代理として参加させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○久村課長 ３１番、設樂委員の代理で、八王子市医療保険部成人健診課長、市川厚夫様

にお越しいただいております。 

○市川氏 設樂の代理で参りました、市川です。よろしくお願いいたします。 

○久村課長 それから、１１番、辻野委員の代理で、東京都立多摩総合医療センター総合

内科部長、西田賢司様にご出席いただく予定でございますが、本日、少しおくれるとの

ご連絡をいただいております。 

  それから、まだお見えでない先生もいらっしゃいますので、折々おいでになるかと思

います。 

  それから、本日は傍聴の方もいらっしゃいますので、よろしくお願いいたします。 

  本日の議事進行につきましてでございますが、事務局から、議事に従いまして、その

都度資料をご説明させていただきます。それぞれ議事ごとにご議論いただくという形で

お願いしたいと存じます。 

  １９時半を終了目途としておりますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、以降の進行につきましては門脇会長にお願いいたします。 

○門脇会長 それでは、議事に入ります。 

  お手元の次第に従いまして、進めてまいります。 

  まず、議事の一つ目、東京都糖尿病性腎症重症化予防プログラムの策定及び区市町村

の取組状況についてです。 

  事務局から資料の説明をお願いします。 

○吉川課長 医療費適正化担当課長の吉川と申します。説明のほうを着座にて失礼させて

いただきます。 

  お手元に資料の３をご用意いただけますでしょうか。 

  こちら資料の３でございますが、糖尿病重症化予防の取組の背景、現状について、ま

とめたものでございます。 

  １ページ目でございますが、糖尿病重症化予防に取り組む意義について、国のほうで

まとめた資料でございます。 

  説明のほうは割愛させていただきまして、２ページをおめくりいただきまして、こち

らは国における重症化予防の取組の経緯についてまとめたものでございます。 

  既に一部の区市町村の国保保険者ではレセプトや健診データを活用しまして、取組を

実施しているところでございまして、国のほうでは、こうした好事例を全国展開するた
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めに、国、日本医師会、糖尿病対策推進会議と協定を締結いたしまして、２８年４月に

プログラムを策定したところでございます。 

  これを受けまして、国は都道府県単位でプログラムの策定、市町村における重症化予

防の取組を進めるため、保険者へのインセンティブとして、保険者努力支援制度という

のを創設しまして、平成３０年度から本格実施されるところでございます。 

  ３ページ目に、その保険者努力支援制度の都道府県分の評価指標について、まとめた

ものでございます。 

  太枠部分が重症化予防の評価内容となっておりまして、都道府県医師会糖尿病対策推

進会議等と連携して、市町村への支援策を講じること、都道府県版のプログラムの策定

など、加点の条件となっております。 

続きまして、４ページ目をごらんいただきますと、こちらは保険者努力支援制度の市

町村分の指標となってございます。 

  こちらに記載のとおり、重症化予防の取組については１００点ということで、最も高

い加点となっております。 

  その下、５ページでございますけども、区市町村の取組状況とその評価内容について、

記載したものでございます。 

  ①から⑤まで取り組んでいる都内の区市町村は、今現在、３１カ所となっておりまし

て、まだ半分の取り組みとなっております。今後、全区市町村が取り組めるように支援

をしていくというような必要がございます。 

  おめくりいただきまして、６ページ以降でございますけども、こちらは７ページに新

規透析導入患者のうち、主要原疾患（糖尿病性腎症）の推移をグラフにしたものでござ

います。毎年度４０％半ばで推移しているところでございます。 

  ８ページ、９ページ目につきましては、人工透析の新規導入率で、上のほうが全国、

下のほうが東京都の推移を示したものでございます。 

  全国は１２％台でほぼ横ばいでございますけども、都は漸減している状況でございま

す。 

  おめくりいただきまして、１０ページ以降、区市町村の取組状況についてまとめたも

のでございます。 

  １１ページ、１番として、受診勧奨を実施している区市町村が２８カ所、２番の保健

指導を実施している区市町村が３２カ所という現状でございます。 

  また、下のほうの表のほうを見ていただきますと、「今後も実施予定なし」というふ

うに回答している区市町村がございますが、多くは島しょなどの町村部でございますの

で、今後はこうした「実施なし」、「予定なし」というところについて、取組に向けた

支援が必要であるというふうに考えております。 

  １２ページをおめくりいただきまして、こちらは区市町村のほうから寄せられました、

今回、東京都がプログラムを作成するに当たって寄せられた意見でございます。 
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  まず、関係機関との連携については、区市町村が地区医師会との連携が進むよう、都

レベルでの支援体制の充実を図ってほしい。都医師会だけでなく、都歯科医師会、薬剤

師会とも連携をとってほしいとの意見がございました。 

  また、事業実施については、区市町村とかかりつけ医とが情報の連携を図る際に用い

る指示書ですとか実施報告書等の様式を都で統一してほしい。地区医師会をまたいだ広

域的な対応が図れるようにしてほしいというご意見がありました。 

  また、事業評価についてでございますが、統一的な評価指標を示して、保険者間で成

果が比較できるようにしてほしいというご意見がございました。 

  また、人材については、重症化予防に携わる専門職が少なく、事業の拡大が難しいと

いった現状があるため、人材育成について求める意見が寄せられました。 

  それで、こういった現状を踏まえまして、資料４と資料５をお手元にご用意ください。 

  今回、東京都が重症化予防プログラムを策定し、資料４が概要をまとめたもの、資料

５が本文となってございます。 

  策定に当たりましては、本協議会のもとにワーキングを設置しまして、ご検討をいた

だいてまとめたものでございます。 

  資料５の本文は多少ボリュームがございますので、本日は資料４のほうでご説明させ

ていただければと思います。 

  資料４の１ページ目をごらんいただきまして、策定の経緯について記載されてござい

ますとおり、本プログラムは東京都、東京都医師会、東京都糖尿病対策推進会議の３者

の連名で策定し、区市町村が地区医師会等の関係団体と円滑に協議しながら取り組める

ように支援を行うこととしております。 

  ２ページのほうでございますが、２の基本的考え方に記載のとおり、目的につきまし

ては、重症化のリスクの高い未受診者・治療中断者を医療に結びつけること、糖尿病患

者のうち重症化するリスクの高い者に対し、保健指導を行い、腎症による透析等の発症

を防止することとしております。 

  また、性格といたしましては、区市町村や後期高齢者医療広域連合が取り組むための

標準的な内容を示すものとしておりまして、既に行われている取組を尊重するものであ

ると記載してございます。 

  ３ページをおめくりいただきまして、３番、取組にあたっての関係機関の役割につい

てでございますが、それぞれの関係機関ごとに記載をしております。 

  まず、都の役割といたしまして、都医師会、糖尿病対策推進会議との情報共有、都の

糖尿病医療連携協議会、圏域別検討会を活用した取組内容の共有などを実施し、区市町

村の取組を支援すること。 

  また、区市町村においては、地域における課題の分析、対策の立案、地区医師会等と

の関係団体との協議、事業の実施、評価を行うこと。 

  都医師会及び地区医師会においては、都及び区市町村等が取組を行う場合に、会員へ
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の周知、かかりつけ医と専門医等との連携強化など、必要な協力を行うこと。 

  都の糖尿病対策推進会議においては、都の動向等について構成団体に周知し、区市町

村等の取組に協力すること。 

  都歯科医師会、薬剤師会、看護協会、栄養士会等におきましても、会員等へ周知し、

区市町村の取組に協力することなどを記載しております。 

  ４ページ目の４番の対象者の選定でございますが、（１）に基本的な考え方といたし

まして、受診勧奨の対象者、保健指導の対象者の抽出基準を記載しております。 

  抽出基準は、国のプログラムに準拠した数値を用いておりまして、都内の既に実施し

ている区市町村でもおおむねこの数値に近い基準により抽出を行っている状況でござい

ます。 

  対象者の抽出方法としましては、（２）健診データ・レセプトデータを活用したハイ

リスク者の抽出。 

  （３）医療機関における糖尿病治療中の者から抽出。 

  （４）治療中断かつ健診未受診者の抽出について、記載をしております。 

  ５番の介入方法についてでございますが、受診勧奨と保健指導の標準的な実施手順を

示しております。 

  ５ページをおめくりいただきまして、６番のかかりつけ医や専門医との連携について

でございますが、区市町村は、あらかじめ地区の医師会等と十分協議することや、かか

りつけ医は対象者の病状把握と本人への説明、行政への保健指導、実施上の留意点を伝

えることについて記載しております。 

  また、かかりつけ医は腎臓専門医等との連携、医科・歯科連携ができる体制をとるこ

と、糖尿病医療連携手帳等を活用した情報共有について、記載しております。 

本日、参考資料の１でお配りしておりますが、カラー刷りのものになっておりますが、

Ａ４の２枚の資料がございますが、そちらをお手元にご用意ください。 

  かかりつけ医や専門医との連携につきましては、こちらの参考資料１のとおり、日本

糖尿病学会、日本腎臓学会のほうで作成している紹介基準に基づき行うことが望ましい

ということで、プログラムの本文のほうには記載しているところでございます。 

  資料４のほうにお戻りいただきまして、最後、７番、プログラム評価指標についてで

ございます。 

  区市町村における評価については、評価指標を参考に示しておりまして、ＰＤＣＡサ

イクルを回すことが重要であることを記載しております。 

  また、都における評価については、区市町村等における取組状況や評価の実施状況を

把握することとしております。 

  続きまして、資料６－１をお手元にご用意いただけますでしょうか。 

  Ａ３の３枚つづりの資料でございますが、平成２９年度の区市町村の取組状況をまと

めたものでございます。 
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  受診勧奨、保健指導、それぞれ実施している区市町村においての対象者抽出基準につ

いて記載しております。 

  また、右のほうに地区医師会及びかかりつけ医への情報提供ということで、かかりつ

け医等々と情報共有しながら本事業を進めているということの内容について、記載して

いるところでございます。 

  また、事業の評価指標、一番右側に記載のとおり、各区市町村において、各指標によ

って評価しているというような状況でございます。 

  本日、中野区さんと日野市さんにご出席いただいておりますので、こうした区市町村

の取組の代表として、それぞれの取組内容についてご紹介させていただければと思いま

す。 

  まず、中野区さんのほうから、よろしくお願いします 

○河村副参事 中野区の保険事業担当の河村と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。着座にて、ご説明させていただきます。 

  資料６－２をごらんください。 

  中野区としましては、糖尿病性腎症重症化予防事業について、今年度から実施してご

ざいます。 

  お時間が限られてございますので、事業開始の経過等はお読み取りをいただければと

思います。 

  ２番目にございます対象者の抽出につきましては、区医師会の先生方にご相談をさせ

ていただきまして、枠線の中のような形で、糖尿病で腎機能の低下をしている方という

ことで、対象者を抽出してございます。 

  上記の条件で抽出しましたところ、中野区民は３２万人となってございまして、国保

の被保険者は大体８万９，０００人という規模になってございます。 

  対象者が１，２４７名いらっしゃいまして、この中からさらにがん等や、腎機能低下

としてはかなり進んでしまっている方は抜いた形で、３００名に通知の発送をしてござ

います。 

  次のページをごらんください。 

  区としまして初めての取り組みということもございまして、非常に好評にお申し込み

いただきました。電話での勧奨も当初は予定してございますが、電話勧奨は途中で中止

した経過がございます。 

  委託事業者に、３０名の保健指導をお願いしましたが、それを上回る数の方がご希望

され、委託事業には３１名の保健指導を受けていただく形といたしました。 

  プログラムの内容としましては、４番になりますが、ｅＧＦＲの値で軽中度の方と中

高度の方に分けて実施をしてございます。 

  この方々に、保健指導の実施に当たり生活指導内容確認書をお出しいただきますが、

糖尿病としては主治医がいらっしゃらないという方も中にはいらっしゃいまして、委託
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事業者や、医師会の先生方とご相談し、生活指導内容確認書が提出できない方に関して

も保健指導を受けていただいたという経過でございます。 

  ４番の（２）ですが、３１名の方は委託事業者のほうで保健指導を実施しましたが、

それ以外の希望した方にも保健指導を実施することで、先ほど吉川課長様からお話があ

りました保険者努力支援制度の加点がさらにいただけることがありましたので、区の保

健師や管理栄養士にも協力をしてもらって、保健指導を実施したということがございま

す。 

  区のほうでは、糖尿病性腎症重症化予防事業について、委託事業者以外で保健指導を

行うということは想定していなかったので、媒体等も準備をしていない中でしたが、東

京都のホームページからＣＫＤのパンフレット等を活用させていただいて、保健指導を

実施したということがございます。 

  課題としましては、５番になりまして、ご説明させていただきますと、まずは対象者

の抽出ということで、事前に区医師会の先生方にご相談させていただいたときにも、レ

セプトデータから対象者を抽出しますと、仮の病名をつけて薬を出す方もいるので、健

診データからの抽出をメインにしたほうが良いというお話しいただいていましたが、や

はり勧奨通知を送ったところ、「糖尿病と言われていない」という方が何人かいらっし

ゃったこともありますので、対象者抽出については、課題と認識してございます。 

  ５の（２）ですけれども、来年度以降のフォローということで、今年度保健指導を受

けてくださった方も、それで終わりということではなく、年に数回お呼びして、生活習

慣の改善内容を継続していただくようなことを考えてございます。 

  （３）は評価ということで、区レベルでは１年に３０名程度の方の保健指導利用とな

りますので、評価がなかなか難しいということがございます。 

  次のページにお進みください。 

  あとは人材育成ですが、委託事業者が限られているということもございますので、国

とか、都レベルでこの事業を推進していくというところに関しては、やはり専門職の育

成が必要だと感じているところでございます。 

  その他としましては、私どもは国保部門ということで、当保健事業担当には私のほか、

事務職一人と保健師が一人で、この事業を推進していますが、例えば委託事業に漏れた

方の保健指導を衛生部のほうに依頼というようなことで実施をしましたが、この事業に

ついての共通認識がまだまだこれからの課題であると考えているところでございます。 

  以上となります。 

○吉川課長 続きまして、日野市さん、お願いします。 

○青木課長 日野市の保険年金課長の青木と申します。どうぞよろしくお願いします。着

座にて説明させていただきます。 

  お手元の資料の６－３をご用意ください。 

  日野市における糖尿病性腎症重症化予防事業でございます。 
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  四角が三つ並んでおりますが、糖尿病の一番重い方の対応が、一番上の四角でござい

ます。 

  糖尿病または糖尿病性腎症治療中の方の中から、糖尿病重症化予防のための保健指導

が有効である方を抽出して保健指導プログラムを実施し、人工透析への移行を抑制し、

対象者のＱＯＬの向上と医療費の適正化を図るというもので、多くの自治体がやってい

る重症化予防事業とほぼ同じものでございます。 

  こちらは、日野市の場合は、レセプト情報から使用している薬の情報で病期を特定し

て、対象者を絞り込んでおります。 

  これに関しては、下の（１）にございますが、大変希望者が多いものですから、年度

をまたいで実施しているような状況でございます。４月から６月は前年度の方を引き続

き行いまして、新規の分としましては７月に絞り込みを行い、８月、９月で対象者決定、

参加者募集、１２月から翌年３月までの６カ月間でプログラムを実施しております。 

  その間、毎月１回かかりつけ医には情報提供しております。 

  課題として、歯科の対応ができていなかったこと。また、終了後のフォローアップが

なかったということで、平成３０年度からは歯科支援事業と６カ月経過後のフォローア

ップ事業を入れて考えております。 

  四角の２番目です。 

  人工透析を実施している被保険者の多くが、社会保障資格喪失後、多くの方が定年後

の６０から６５の間に国保に移っていらっしゃいます。 

  特定健診は未受診、また透析開始に至るまでの間に、医療機関の受診が０回、１回、

２回の方ばかりでございました。このような、受診をしていない、健診を受けていない

というのが非常に問題であると思っております。そこで行っているのが、受診勧奨事業

でございます。 

  下の（２）でございます。 

  健診結果の異常値放置者に対して、受診を促す勧奨通知を行っております。 

こちら、対象者を抽出すると、非常に多くの方になりました。また、微妙な、かかりつけ

医としては異常とは認識していない、また、患者さんのほうは、かかりつけ医から異常

とは言われていないというような方も対象となってしまうことから、リスクスコアを用

いて重症度を分類しまして、重い順に通知するというような工夫をしております。 

  ３月に効果測定をしているところでございます。 

  もう一度、上の四角にお戻りいただきまして、今度は３番目の四角でございます。 

  前年の特定健診の結果に基づいて対象者を抽出し、「微量アルブミン尿検査」を実施

しております。糖尿病性腎症の早期発見、早期治療につなげ、進行を抑制するという事

業でございます。 

  このような三つの方法で、病気の川上から川下まで対応していきたいという考えで行

っているものでございます。 
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  １ページをおめくりいただきまして、（３）微量アルブミン尿検査でございます。 

  平成２９年度は４７の医療機関に、尿自動分析装置を市が借り上げて設置しまして、

あと二つの医療機関は、定量法による委託で実施しておりまして、合計４９の医療機関

で協力をいただいております。 

  前年の特定健診の結果により受診券を発送して、翌年度の特定健診と同時実施する事

業でございます。 

  この下は、一般の市民の方に「微量アルブミン」と申しましても知っている方はまず

いらっしゃらないと思いますので、監修を医師会と市立病院の当時副委員長先生と、市

内の糖尿病専門医の先生にご協力いただいて、このような広報で周知を図っているとこ

ろでございます。 

  次のページ、Ａ４横型のパワポの資料でございます。 

  微量アルブミン尿検査を始めることになった経緯でございます。 

  １万３，０００人が受診し、１万２，０００人が異常なしということです。 

  この異常なしの方々は本当にこのままでいいのかという疑問を持ちまして、専門医に

相談して、このようなＣＫＤ重症度分類および糖尿病重症度分類に基づいて、対象者を

抽出して実施していこうということになりました。 

  右下に実績が書いてございますが、平成２８年度はたったの２カ月だったものですか

ら、受診者２７６名に対して、治療開始に至った方は３５名。平成２９年度は１，２８

７人受診しまして、治療開始に至った方は６２名。 

  受診した方の中から、微量アルブミン尿が検出された方は大体３割という数字が出て

おります。 

  最後のページにつきましては、平成２９年２月、３月の微量アルブミン尿検査の結果

でございますので、お読み取りいただければと思います。 

  以上が、日野市の糖尿病に関する事業でございます。 

○門脇会長 ありがとうございました。 

  ただいまの事務局の説明、また、中野区、日野市からの説明につきまして、田嶼先生、

補足をすることはありますでしょうか。 

○田嶼会長代理 何遍かお話を伺っておりまして、両方の地域ともに非常に力を入れて事

業を進めておられるというふうに思います。 

  先行する地域から学び、また、それぞれの地域における特長を生かしながら、東京都

としての一つのプロダクトとして発展するということを望むということだろうというふ

うに思います。 

○門脇会長 ありがとうございました。 

  先ほど、東京都糖尿病性腎症重症化予防プログラムについてご説明いただきました。 

  これにつきましては、東京都医師会、東京都糖尿病対策推進会議、東京都が策定した

ものでありますけれども、東京都医師会のほうから、何か追加でご説明はございますで
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しょうか。 

○鳥居委員 これはできるだけ今進めている地区に合致するようにということと、より多

くの方々が参加できるということが一番の趣旨になっております。 

  先ほど、中野区からありましたが、糖尿病の病名がついていたけどもというのは多少

保健的な問題があると思います。HbA1cは医師がはかるときに「糖尿病」をつけるとい

うことが行われているために、そういうことが生じたんではないかと思います。 

  また、アルブミン尿も、これは、すぐにはかれないということがありますので、こう

いう日野市の試みなどは非常に興味深いものだと思いますので、今回はそこまでは詰め

込んでいないんですけども、今後、中野区や日野市の取り組みを学んでいかなければな

らないかと思っております。 

  ありがとうございます。 

○門脇会長 ありがとうございました。 

  先ほどご説明のあった東京都の糖尿病性腎症重症化予防プログラムについて、先生方

からご質問、ご意見を、ぜひいただければと思いますが、いかがでしょう。 

○山本委員 東京都歯科医師会の山本でございます。 

  日野市の方にちょっとお伺いしたいんですが、次年度から歯科とのかかわり合いとい

うことで、取り組みがあるというふうにお聞きしたんですが、どのような形のものを入

れ込むというふうにお考えになっているのか、教えていただければと思います。 

○青木課長 歯科の取り組みについてでございます。 

  プログラム６カ月の間に面談が３回ほどございます。その中でアンケート調査を行い

まして、まず、その方の歯科の状況を把握します。それで、その結果に応じて、適切な

指導をしていただくように考えております。 

○山本委員 ありがとうございました。 

○門脇会長 ほかにいかがでしょう。どうぞ。 

○柳川委員 区西北部の柳川と申します。 

  この微量アルブミン尿の取り組みは非常にすばらしいと思いました。この取組は、医

師会への働きかけですが、自分の立場から考えると、区西北部、医療連携推進協議会と

しても支援しなければいけないと思っています。そこで質問は、連携協議会にはどうい

ったことをやっていただいたか、あるいは、やって欲しいことにつき、何かお考えがあ

ったら教えてください。 

  私たちは、啓発活動とかそういうことはやっていこうと考えていますが、何かあった

ら教えていただきたいのですが。 

○青木課長 そもそも、この微量アルブミンを始めようと思ったきっかけは、日野市医師

会主催の糖尿病の講演会がございました。 

  当市の市立病院の副院長が講師をされていたんですが、その中で微量アルブミンとい

うお話がありまして、それで、その後、同じ市の病院でありますので、もうちょっと勉
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強させていただきたいということで、保険年金課と健康課とともに勉強会を開かせてい

ただきました。それを重ねていく中で、健診の範疇であれば実施可能ではないかという

考えに至りまして、それで仕組みを構築し始めたところでございます。 

  その仕組みをつくる過程で、医師会の理事の先生方に内容を検討していただきながら

進めていきまして、説明会も３回ほど開かせていただいて、実施に至ったものでござい

ます。 

○門脇会長 ただいまの質疑は大変大事なご指摘で、この医療連携協議会では、糖尿病圏

域別の検討会をずっと行っているわけですけれども、そういう中で、重症化予防プログ

ラムというものが策定され、東京都としても実施をしようということで、重症化予防プ

ログラムは、都では保健政策部が所轄し、医療連携は医療政策部が所轄しています。 

  これまでは、ある意味で糖尿病の医療連携と重症化予防プログラムが別々に走ってい

る部分もあったわけですけれども、今回、共同事務局をつくってこの会議も運営をされ

ています。今ご指摘があったように、医療連携に関するそれぞれの圏域別の検討会と、

それから、重症化予防に関する各区市町村の活動が、各地区においても連携していただ

けると大変ありがたいというご指摘だったかと思います。 

  ほかにいかがでしょう。 

  私のほうから一つ伺いたいことがあるんですけれども、資料３の９ページのスライド

８とスライド９についてです。 

  全国の透析導入者数あるいは割合の年次推移は横ばいとなっていますが、東京都の透

析導入者数あるいは割合の年次推移を見ると、漸減しているように見えます。これは東

京都の対策が全国よりもうまくいっているということでしょうか。 

  それとも、人口構成の問題等が影響している可能性もあるのでしょうか。 

○吉川課長 ご質問の件につきまして、確かに東京都の推移については漸減している状況

なんですけども、都道府県の統計をしっかり分析できているわけではないので、今、先

生におっしゃっていただいた事業の成果かどうかというのは、現時点では明確には申し

上げられないんですけれども、全国の透析患者さんの平均年齢というのは、ご存じのと

おり年々高齢化に伴って平均年齢も上がっているのかなと承知しております。 

  東京都も、高齢者の割合というのは当然ふえている中で、こうした形で導入者の方が

漸減しているということについては、今後、詳細な分析を可能な範囲でやっていければ

なと思ってはおります。 

○門脇会長 ありがとうございました。 

  どうぞ。 

○島田委員 島田でございます。 

  資料５の重症化予防プログラムの本文のほうで、４ページのところ、市区町村の役割

のところにポピュレーションアプローチを書き込んでいただいたのは本当によかったな

というふうに思っております。 
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  もちろん、これは重症化予防のプログラムでございますけども、そもそも糖尿病にな

らないというところが一番大事だと思いますし、そのポピュレーションアプローチでさ

れている食生活とか運動対策というのが、まず重症化予防にも非常に重要なことかと思

っております。 

  食生活改善を個人に任せるのではなくて、今は何か、やたら肉がはやっているとか、

そういうことがありますけれども、外食をしても健康的な食生活が送れるとか、そうい

ったような医療レベルではない、商工会であるとか、スーパーであるとか、いろんなと

ころと連携したプログラムが重要なのかなというふうに思っております。 

○門脇会長 ありがとうございます。 

  それから、私のほうから１点、説明を追加したいことがございます。 

  先ほども少しご説明がありましたけども、参考資料１ですね。カラー刷りの横長の資

料を取り出していただければというふうに思います。 

  この策定の経緯でありますけれども、まず２枚目ですね。かかりつけ医から腎臓専門

医・専門医療機関への紹介基準というものを、腎臓学会と、それから、糖尿病学会が協

力してつくりました。その過程で日本医師会にもご意見をいただいて、できたものがこ

のようなものでありまして、この赤で示した部分がかかりつけ医から腎臓専門医・専門

医療機関への紹介に相当するものであります。そして、黄色で示した部分は条件つき紹

介ということであります。 

  紹介した後のことですけれども、その少し下に、上記基準ならびに地域の状況等を考

慮して、かかりつけ医が紹介を判断し、かかりつけ医と専門医・専門医療機関で逆紹介

や併診等の受診形態を検討するということで、１回この時点で専門医に紹介をしていた

だきたい。しかしながら、任せっきりということではなくて、かかりつけ医と専門医の

ほうで併診をしたり、また逆紹介でかかりつけ医が診たり、そういったことをケース・

バイ・ケースで行っていただきたいということであります。 

  腎臓専門医・専門医療機関への紹介基準にあわせて、１ページ目の糖尿病専門医・専

門医療機関への紹介基準というものもあわせて同じような形で策定いたしました。 

  これは、もともと糖尿病治療ガイドでこのような中身を書き込んであるんですけれど

も、改めまして、微量アルブミン尿やｅＧＦＲの低下がなくても、糖尿病のコントロー

ルが悪かったりしますと糖尿病性腎症の発症のリスクが高まるということがわかってい

ますから、糖尿病コントロールについて１度専門医に紹介していただきたいという趣旨

で、このようなものをまとめたわけであります。 

  そして、この二つの紹介基準につきましては、裏表、両面という形で日本医師会雑誌

の３月号にとじ込んで、日本医師会の会員全員に既に配布されています。 

  また、日本糖尿病学会、日本腎臓学会のホームページからも利用可能でありまして、

重症化予防という点で広くこの資料を活用していただければというふうに私のほうから

お願いをいたします。 
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  それでは、先ほどの東京都の糖尿病性腎症重症化予防プログラムについて、追加的に

ご意見等がございますでしょうか。 

  どうぞ。 

○西村委員 東京都栄養士会の西村でございます。 

  今のご説明の中にも、人材が不足しているということが言われていたんですけれども、

まず、多分、日本糖尿病療養指導士と、それからローカルの糖尿病療養指導士が、東京

には今、２，０００人を超えているというふうに思います。ですから、うまくつながっ

ていないというか、活用に至っていないということがあるのかなというふうに思われる

のが一つと、それから、実は東京都栄養士会のほうにも各市区町村からの例えば紹介と

か、こういった人材がいないかというような問い合わせ等が、正直申し上げて来ていな

いというのがございますので、逆にお問い合わせをいただければ、各市区町村でご紹介

できるようになると思いますので、人材をこれから育成するということも重要なんです

けども、我々のような専門職団体のほうにお問い合わせいただけると、ご紹介ができる

のではないかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○門脇会長 大変重要な情報提供をどうもありがとうございました。 

  それでは、本日、先ほどの東京都糖尿病性腎症重症化予防プログラムについて、承認

の手続を本協議会で行う必要がありますけれども、特に大きなご異論はございませんで

しょうか。 

  もしなければ、事務局が提案したとおり、かつ、今、さまざまなご提案、情報提供を

いただいたことを踏まえてということで、本協議会で承認させていただきたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○門脇会長 どうもありがとうございました。 

  それでは、議事の二つ目、糖尿病医療連携圏域別検討会の取組状況及び役割について

ということで、まず、取組状況に関する資料を事務局から一通り説明していただき、何

人かの圏域代表委員の方に、それぞれの圏域の取り組みについてご報告いただきたいと

思います。 

  それでは、事務局から資料の説明をお願いいたします。 

○松尾課長代理 医療政策部の松尾でございます。 

  まず、資料７をごらんください。 

  二次保健医療圏ごとの取組みとして、糖尿病医療連携圏域別検討会の、こちらは２９

年度の検討会事務局の図でございます。 

  各圏域の医療圏におきましては、中核的な役割を果たしていただいている病院や医師

会に、事務局業務を東京都から委託して運営しております。地域の糖尿病医療連携の推

進や、糖尿病に係る普及啓発活動などに取り組んでいただいております。 

  続いて、Ａ３の資料、資料８－１、８－２をごらんください。 
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  ８－１が２８年度、８－２が２９年度の取組実績でございます。 

  例えば、本日は残念ながらご欠席の区東部、順天堂江東医療センター様でございます

が、さまざまな事業をやっていただいております。例えば調剤薬局の薬剤師さんの参加

を促すために、講習会の案内を通して多くの調剤薬剤師さんの参加をいただきますとか、

あとは医科・歯科連携を促進するために、歯科医師会を通じて講習会の案内を送付しま

して、例えば、症例を学ぶ会では内科医だけではなくて歯科医師の方も多く参加してい

るというような形で、さまざまな交流ができているという報告をいただいております。 

  全体としましては、検討会のほかに研修会、公開講座の開催など、地域のニーズに応

じて創意工夫を凝らしながら、さまざまな事業を実施していただいております。 

  また、登録医療機関制度についても運用していただいておりまして、平成３０年１月

１日現在の登録医療機関数も記載しております。 

  全体的な説明は以上でございます。 

○門脇会長 大変ありがとうございました。 

  ただいま各圏域の取り組みについて、事務局から説明がありましたが、特に効果的だ

った取り組みやＰＲしたい取り組みがありましたら、ぜひ、ご紹介いただければと思い

ますが、いかがでしょう。 

  それでは、私のほうから少しお願いして、ご紹介いただければと思うのですけれども、

区中央部の安藤様、いかがでしょう。 

○安藤氏 区中央部事務局の安藤と申します。 

  区中央部では、毎年、総会、部会のほうを開催させていただいて、年度末に市民公開

講座並びに医療従事者の研修会のほうを開催させていただいております。 

  資料８－１、こちらの平成２８年度に関しましては、市民講座、医療従事者研修会の

テーマを「高齢者の糖尿病」というものに絞りまして、開催させていただいております。 

  また、資料８－２になりますが、こちらは平成２９年度。こちらに関しましては、食

事療法をテーマに市民講座並びに医療従事者の研修会を開催させていただいております。 

  こちらの市民講座、医療従事者研修会とも、約１５０名程度の方にご参加をいただい

ております。 

  あわせて、本日、追加資料という形で区中央部のほうで作成させていただいている広

報誌について、簡単にご説明させていただきます。 

  平成２９年度、今年度ですね。糖尿病の食事療法ということをテーマにした広報誌に

なっております。 

  こちらは、作業部会の医師、歯科医師、薬剤師、栄養士といったさまざまな職種の委

員に入っていただきまして、年間を通して、こちらの広報誌の作成に努めております。 

  また、この広報誌に関しましては、市民講座、医療従事者の研修会で配布するのはも

ちろんなんですが、圏域内の医療機関もしくは薬局、区の施設といったところにも配布

させていただきまして、糖尿病に関して幅広く周知を行っているという次第でございま
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す。 

  区中央部の２８年度、２９年度の報告になります。 

  以上です。 

○門脇会長 ありがとうございました。 

  それでは、区の西南部の日吉先生、お願いできますでしょうか。 

○日吉委員 区西南部の日赤医療センターの日吉と申します。 

  区西南部では、２９年度は３回の圏域別検討会を開催いたしました。 

  従来からリソースとして、地域医療連携マップというのをつくってまいりましたが、

これの更新を今年度は計画し、冊子の作成に入りました。また、電子媒体でそれを配布

するということで、それも同時に取り組んでおります。 

  一方で、区民の皆様への啓発ということで、啓発活動の一環としまして、グリコヘモ

グロビンの簡易測定器を用意いたしまして、これをいろいろな医師会、あるいは病院で

のイベントに活用していただくというような取り組みをしてまいりました。 

  まだ、いまひとつ盛んに使われているというところではないんですけれども、３回こ

こにお示ししましたように、世田谷区民まつりですとか、各圏域の病院での糖尿病イベ

ントで使用していただいているというような状況でございます。 

  以上です。ありがとうございました。 

○門脇会長 ありがとうございました。 

  それではもう一つ、北多摩西部の矢島先生、お願いできますでしょうか。 

○矢島委員 立川病院の内科の矢島と言います。 

  平成２８年度及び平成２９年度の北多摩西部の取り組みについて、ご紹介させていた

だきます。 

  圏域別の検討会は、年に１回から２回されております。２８年度は２回。 

  それから、市民公開講座、医療従事者向け研修会というのを、協議会のほうで開催し

ております。 

  平成２８年度におきましては、東日本大震災から５年を経過したということと、災害

のもう一度確認ということで市民公開講座及び医療従事者向けの研修は「災害」という

ものをテーマにさせていただきました。 

  並びに、啓発ポスターの作成・配布ということで、きょう資料はお持ちしていないん

ですけれども、災害だと赤とか黄色とか、そういう注意を引くようなハードなイメージ

があるんですが、今、平常時におくすり手帳とか、自分の臨床の情報をスマホなどにと

っておくと。ふだんの生活から災害に備えた準備を行おうというような、やわらかいイ

メージのポスターを作成しました。 

  そして、当圏域におきましては六つの市がございますが、医師会、歯科医師会、薬剤

師会、この３師会が合同して、各市で研修会を行うというシステムを数年前から行って

おり、各会からも好評をいただいております。これは横のつながりができるということ
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で、非常に有効だというふうに伺っています。 

  平成２９年度におきましては、テーマを「介護と糖尿病」ということで行いました。 

  こちらもテーマとして非常に好評で、患者さんの家族ですとか、実際に介護施設の

方々とかが参加していただきまして、これも好評を得ています。 

  ２０１８年度に関しては、地域医療連携マップといいまして、２０１２年に我々はこ

ういったものを配ったんですけれども、各市のマップ、それから医療機関で、どの程度

まで糖尿病の介入をしているか。例えばインスリンを導入しているとか、妊娠糖尿病を

診ているとか、そういった情報をマップ化したものを今年度は作成いたしました。 

  以上でございます。 

○門脇会長 ありがとうございます。 

  三つの圏域からご紹介いただきました。 

  続いて、平成３０年度以降の圏域別検討会の役割について、事務局から資料の説明を

お願いいたします。 

○松尾課長代理 それでは、資料９、資料１０を使って説明いたします。 

  まず、資料９をごらんください。 

  各圏域別検討会におきましては、今までのとおりこれまで検討事項（１）から（７）

の業務をその範囲として委託して、地域の実情に応じて取組を推進しています。 

  しかし、例えば（１）医療資源の把握などは、先ほどマップを作成とありましたが、

必ずしも毎年行うものではありませんでして、例えば隔年ごとにやるとか、そういった

定期的に実施していくというものもあるというところであります。 

  また、平成３０年度から先ほどの重症化予防プログラムに関する取り組みを行ってい

ただくなど、検討事項についても改めて整理する必要があるというふうになりました。 

  そこで、３０年度以降のこの圏域別検討会につきまして、検討事項を、必ず取り組ん

でいただく必須事項と、あとは各地域の実情に応じてどれか一つ以上取り組んでいただ

くという選択事項に分けまして、より一層効果的にこういった医療連携を進めていくと

いうふうに考えております。 

  上の四角をごらんください。 

  まず、必須事項としまして、二重丸をつけたものでございます。 

  （４）、（５）、（６）です。（４）は登録医療機関制度の取組、（５）は重症化予

防を含む糖尿病合併症予防の総合的な取組、（６）が地域住民、医療従事者に対する普

及啓発活動、これらを必須事項といたしました。 

  次に、選択事項です。これは丸をつけているもので、（１）、（２）、（３）、

（７）です。（１）は医療資源の調査及び把握、（２）は医療連携に資する医療機関リ

ストの作成・周知、（３）は医療連携に資するツールの活用促進、（７）はその他でご

ざいます。 

  続いて、下の四角をごらんください。具体的な取組例として挙げさせていただきまし
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た。 

  まずは、選択事項から説明いたしますと、下段の左側で、（１）、（２）、（３）。 

  医療資源・連携ツールに関する取組としては、例えば（２）の取組例で挙げています

とおり、医療連携名簿の作成・配布やマップの作成・配布などが挙げられております。 

  次に、真ん中の下段をごらんください。その他の取組でございます。（７）というと

ころで、例えば先ほどの区東部のように調剤薬局の薬剤師さんとの連携とか、あとは登

録管理栄養士の紹介事業なども区東部でやっておりまして、これらの事業は、そういっ

たその他の取組というふうに挙げられております。 

  この（１）、（２）、（３）、（７）につきましては、どれか何か一つ以上取り組ん

でいただくというふうにしたいと思っています。 

  次に必須事項です。まず、真ん中の上段でございます。 

  登録医療機関制度に関する取組は、必須事項としております。 

  続きまして、その右の（５）です。糖尿病性腎症重症化予防を含む糖尿病の合併症予

防等の総合的な取組としまして、先ほどの議事のとおり、平成３０年度に取り組んでい

ただくということでございまして、これも各圏域で必ず取り組んでいきたいと考えてお

ります。 

  （５）の内容につきましては、資料１０をごらんください。 

  この事業の要綱について、網掛けをしているところですが、こちらのとおり今回の重

症化プログラムの策定に当たりまして要綱改正したいと考えております。よろしくお願

いいたします。 

  また資料９に戻りまして、続きまして、その右側の欄の下段でございます。 

  必須事項としまして、普及啓発につきましては、こういった市民公開講座や医療従事

者向けの講演会、広報誌などの広報媒体の作成・配布などに取り組んでいただくという

ことであります。（４）、（５）、（６）は必ず取り組んでいきたいというふうに考え

ているものであります。 

  平成３０年度以降の取り組みについては以上でございます。 

○門脇会長 ありがとうございました。 

  東京都の医療連携については、東京都が全国の都道府県の中でも、私はかなり先進的

な取り組みを早い時期からやってきたというふうに思っているんですけれども、その一

番大事な取り組みの一つが、この圏域別の検討会でありまして、最初は二次医療圏全部

ではなくて空白のところもあったと思うんですけれども、きょうの資料にありますよう

に、全ての二次医療圏でこのような取り組みが毎年行われるようになって、都民であれ

ば、どの二次医療圏に住んでいても標準的な糖尿病の診療が受けられるという体制がで

きてきたというふうに思います。 

  それぞれの創意工夫によって、大変バラエティーに富んだ取り組みがされてきたので

すけれども、今回、東京都からの提案は、そういったことを踏まえた上で、必修と選択
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というような形で、必須事項で進んでいないような項目が時々圏域によってはありまし

たので、必須項目の３項目については、必ず取り組むようにという都の積極的な姿勢の

あらわれではないかというふうに思います。 

  ということで、今後は必須事項３項目についてはどうなっているのかということを、

年度ごとの取り組みのまとめの中にそういうコラムをつくって、そこには必ず書き込ん

でいただくというふうにしたいと思います。 

  さらに選択事項ですね。これについては、残りの四つのうち一つ以上は取り組むよう

にということで、全部取り組んでいただいてもいいのですけれども、そういった今後資

料の整理の仕方をしたいということであります。 

  大変積極的な、これまでの取り組みを踏まえた上で、さらにそれを均てん化していこ

うということだと思いますので、ご賛同いただければというふうに思います。 

  よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○門脇会長 それでは、議事の三つ目ですね。東京都における糖尿病の医療連携体制につ

いてであります。 

  事務局から、資料１１、１２、１３について、ご説明をお願いいたします。 

○松尾課長代理 それでは、資料１１をごらんください。 

  東京都における糖尿病の医療連携体制です。 

  こちらの資料は、これまでもこの会議で事あるごとに説明してきたものでありますが、

改めて説明いたします。 

  資料の上段は、糖尿病の特徴から目的、そして基本的な考え方、さらに取組の方向性

を記載しております。この取組の方向性に基づき、これまで施策を進めてまいりました。 

  下段の真ん中が東京都全域での取組について、また、右側には、先ほどの議事のとお

り二次保健医療圏ごとの取組、そして、資料左側、関連する取組として、東京都医師会

様を初めとした各機関で取組をそれぞれ進めて活動していただいております。 

  そして、資料１２－１をごらんいただけますでしょうか。 

  こちらが、「糖尿病地域連携の登録医療機関」制度におきまして、１ページの図です

ね。糖尿病医療連携のイメージ図でございますが、この図のとおり医療連携体制を構築

してまいりました。 

  また、そのかかりつけ医と専門医の紹介、逆紹介の医療連携ツールとしましては、資

料１３－１、紹介・逆紹介のポイント、資料１３－２、診療情報提供書を活用すること

で連携の推進を図ってきているというところでございます。 

  簡単ではございますが、資料の説明は以上でございます。 

○門脇会長 ありがとうございました。 

  この地域医療連携の会では、早い時期から、かかりつけ医と専門医の紹介・逆紹介と

いうことで、こういう標準のフォームをつくって活用してきた。これも大変先駆的なこ
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とだったのではないかというふうに思います。 

  ここに先ほどご説明させていただきました、かかりつけ医から糖尿病専門医、腎臓専

門医の紹介基準なども、うまくここに活用いただければというふうに思います。 

  先生方から、今の説明について何かご質問はございますでしょうか。 

  後ほど事務局から報告があります登録医療機関の実績報告からもわかりますが、歯科

の連携率が余りよくない状況があるということのようです。 

  また、７月に開催された保健医療計画改定ワーキングにおいても歯科連携に関するご

意見をいただいております。 

  そこで、登録医療機関を初め医療連携ツールが定着しているところかと思いますが、

今後の歯科を含めた連携促進に向けて工夫できること等、今回はまず委員の皆様のご意

見を頂戴できればというふうに思います。 

  まず、山本委員、何かございますでしょうか。 

○山本委員 厚労省の図を見ますと、かかりつけ医と専門医との間の連携しかなかったん

ですが、東京都の場合には、かかりつけの眼科医とか、かかりつけの歯科医等という形

での連携の図をつくっていただいたことで大変ありがたく思っているんですが、実は、

その後の資料１３－２のような、糖尿病のいわゆる診療情報提供書なんですが、これが、

かかりつけ医と専門医だけの情報提供という形になっておりますので、できればかかり

つけ医と、かかりつけの歯科医、あるいはかかりつけの眼科医といったような形の情報

提供のようなフォーマットをつくっていただけると、より連携が広がるんではないかな

というふうに思いますし、会員にも周知をしやすいというふうに思います。 

  以上でございます。 

○門脇会長 ただいまの山本委員からの意見について、田嶼先生、いかがでしょう。 

○田嶼会長代理 山本委員に、大変重要なポイントをご指摘いただいたと思います。 

  この資料１３－１も、かなり昔、５年ぐらい前でしょうか。資料１２－１をつくった

ときのものです。 

  今回は腎機能の低下の状態によって、専門医に送るというきれいな表をつくっておら

れますが、その考え方はこれには反映されていません。 

  それから、歯科については、この資料８－１を見ますと、糖尿病地域連携の登録医療

機関数の歯科のところが、随分大きな数字の開きがあります。 

  したがいまして、このあたりは過去１０年間のこの事業の蓄積の中で、それなりの仕

組みはできてきたんだけれども、新しいフェーズをむかえて、もう一度このあたりを見

直す、つくり直すということは必要だと思います。 

  この資料１２－１も、随分、先生方からいろいろなご意見を頂戴して、きれいな図を

つくりましたけれども、ここでとどまっていてはいけないということだと思います。 

  山本先生、ご意見をありがとうございました。 

○菅原委員 私たちの地区でも、歯科の連携は随分なったんですが、紹介状を書くとなる
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と敷居が高くなって、かえって書いてくれなくて、紹介しないという先生がかなりおら

れます。 

  私たちは、眼科には紹介状を書いていますので、必ず初診時に眼科に紹介するときに、

「歯科も必ず受診してください」ということで、「必ず受診を」という言葉を必ず言う

ということがすごく大事かと思うんですね。確かに紹介状も大事ですが、糖尿病患者さ

んには、大概かかりつけの歯科医がいるんですね。内科が別の歯科医を紹介してトラブ

ルになったという事例も聞いています。まずは、かかりつけの歯科を受診するというこ

とを徹底させることが非常に大事だと思っています。 

○門脇会長 田嶼先生。 

○田嶼会長代理 診療情報提供書のやりとりというのは、これもかなり議論をしたのです

が、とにかく５分以内で書けて、それでポイントが全部入っているようなものをという

ことで１３－２を作成しました。でも、実際にどのくらい運用できているかというと、

そうでもないかもしれない。となると、もう少しこれも工夫したほうがいいのかと思い

ます。 

  それから、もう少し先のことになるかもしれませんけれども、患者さん方はスマホで

予約をしたりという時代になっていますので、電子化をどのように入れ込んでいくのか

ということも、今後の課題になるのではないかという気がいたします。 

○門脇会長 ありがとうございました。 

  ほかに、この点について、意見はありますでしょうか。 

  どうぞ。 

○大野委員 南多摩圏域の大野と申します。 

  私たちは、特に八王子部会で医科・歯科・薬科の合同の症例研究会を行って、いわゆ

る顔の見える連携を目指しているのですけど、その中のディスカッションにおいて糖尿

病連携手帳の第３版は、眼科の記載部分も歯科の記載部分も、時系列で書けるようにな

って使い勝手がよくなったこともあり、初診時からの利用を勧めています。今、菅原先

生からもご指摘があったように、紹介状を書くとなると時間的に負担にもなりますし、

フォームも一定ではないということで、当地区では糖尿病連携手帳に内科情報を記載後

に渡して、歯科の先生に持って行って、歯科ではここに書いてもらってくださいと具体

的に説明しています。また連携手帳は必ずしも内科から出すものではなくて、歯科の先

生が連携手帳を発行することも全く構わないですよという方針について、お互いのコン

センサスを得ています。私としては、特に連携手帳の第３版は使い勝手がよくなってき

たので、医科・歯科連携においても積極的に使っていくという方向もいいのではないか

と考えております。 

○門脇会長 山本先生、今の意見はどうでしょう。 

○山本委員 大変重要だと思うんですが、実際問題として、糖尿病の連携手帳は、我々か

ら出すというのはなかなか難しい。というのは、糖尿病の診断を我々はできませんので、
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かかりつけの先生のほうからまず発行していただくというのが、基本的な流れになるん

ではないかなというふうに考えております。 

○門脇会長 例えば、連携手帳を積極的に活用するということについては、いかがでしょ

う。 

○山本委員 大変喜ばしいことだと思ってございます。 

○門脇会長 ありがとうございます。 

  それでは、大変建設的な意見をいただきました。 

  １点は、東京都はこの会で、随分早い時期から全国に先駆けてかかりつけ医と専門医

の紹介・逆紹介の医療連携ツールを作成したのですが、田嶼先生から不断にアップデー

トしなくてはいけないというご発言をいただきました。事務局と田嶼先生のワーキング

グループで、次の会までにご検討いただければ幸いです。 

  それから、もう１点は、それとあわせて、糖尿病連携手帳を積極的に活用するという

ことも含めて、次回、また討議したいというふうに思います。 

  よろしいでしょうか。どうぞ。 

○田嶼会長代理 私は、糖尿病の連携手帳を効果的に使うというのは、とてもいいことだ

と思います。最初は、診療情報提供書をつくるとしても、その後の連携は、連携手帳の

中に一言を書けばいいということで動けます。そうなりますと、連携手帳が電子化され

ると、より簡便になるんじゃないか。その辺の動きはどのようになっているのでしょう

か。 

○門脇会長 それについては、私も全ての情報を把握しているわけではありませんので、

その問題も含めて、次回までに情報収集していただければというふうに思います。 

  また、電子化というツールを使う場合もあると思いますし、手帳を使いたいという場

合もあると思いますし、それらをあわせて活用していただければというふうに思います。 

  それでは、時間のことを考えますと、報告事項をお願いできればと思います。 

  報告の一つ目は、東京都糖尿病医療連携推進事業における評価検証についてです。 

  事務局から資料の説明をお願いします。 

○松尾課長代理 それでは、資料１４－１、１４－２を使って説明いたします。 

  １４－１、まずプロセス指標でございます。 

  １番、連携に必要な基盤をあらわすもの（ストラクチャー指標）です。 

  （１）では、糖尿病に関する診療内容として、①の経口糖尿病薬の導入から⑦の糖尿

病患者への運動処方まで、それぞれ実施医療機関数を記載しています。 

  それぞれ、目標値としてふやすとしていますが、この数値は右側のデータの出典の欄

のとおり、東京都医療連携情報システム「ひまわり」のデータを活用しております。 

  ２８年度末の欄をごらんください。 

  数字が３段書きになっていますが、合計と、その内訳として、病院診療所の数となり

ます。母数となる病院や診療所の数は、病院は現在都内でおおむね６５０程度。よって、
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３７９という数字であれば、全体の半数以上が実施しているということになります。 

  また、診療所は、東京都全体で、おおむね一般診療所が１万２，０００から１万３，

０００であります。このうち内科を標榜している診療所が大体７，０００から８，００

０となりますので、内科標榜というところで仮に見ると、３，２９６という数字であれ

ば半分弱ぐらいの実施率ということになろうかと思います。 

  次に、（２）は、糖尿医療連携に参画する多職種の人数で、①から⑤で五つの指標を

設定しています。 

  このデータの出典は、各主催団体からの情報提供により人数を把握しています。こち

らも、それぞれふやすということに対して取り組みを進めていただいております。 

  ③は、都内の「東京都歯科医師会糖尿病予防講習会」受講数については、累計した数

字ではなくて、各年度の講習会の受講者数を記載しています。２７、２８年度は、糖尿

病予防講習会の開催はありませんでしたが、糖尿病予防フォーラムを開催しておりまし

て、１０８名の方が受講しているということでございます。 

  次に、２－１連携の進捗状況をあらわすものとして、２点の指標を設定しています。 

  （１）地域連携クリティカルパスの導入率でございます。 

  ２８年度末の状況を見ますと、７．９７％で、２７年度末と比較すると、やや下がっ

ております。これもデータの出典のとおり、医療連携システム「ひまわり」のデータか

ら抽出しています。 

  （２）登録医療機関の医療機関数は、２８年度末合計で３，５５８となっております。 

  病院数については、２８年度末の段階では１６３となり、６カ所ふえております。 

  診療所と歯科診療所は毎年着実にふえておりまして、各圏域の事務局の皆様、東京都

医師会様や東京都歯科医師会様を初め、関係団体の皆様のご協力でここまでふやすこと

ができているというところでございます。 

  次に、２－２長期的な連携の進捗状況です。 

  データの出典の欄のとおり、東京都で実施する医療機能実態調査で、５年おきに実施

している調査です。 

  ２８年度は、５年ぶりに調査が実施されまして、７４．９８％という結果でありまし

て、２３年度と比較しますと６ポイントほど高くなっております。 

  次に、資料１４－２をごらんください。 

  アウトカム指標でございます。 

  三つの項目として、まず、（１）糖尿病による失明発症率です。 

  数値として二つ、糖尿病による失明発症率、人口１０万人対。これは、新たに発症し

た方の人口１０万人対の比率となっております。 

  そして、その下が新規の失明者数です。 

  下げる、減らすという目標値ですが、２７年度においては、前年度から微増、ほぼ横

ばいでございます。 



 

23 

  次に、（２）糖尿病腎症による新規透析導入率です。 

  上段が人工透析新規の導入率、人口１０万人対。下段が、新規導入患者数です。 

  こちらも、下げる、減らすという目標値ですが、２７年度は比較的大きく数値が下が

っております。 

  次に、（３）年齢調整死亡率です。 

  男性、女性の数値で人口１０万人対の年齢調整死亡率です。 

  平成２７年度の数値が、男性が５．４、前年比で０．６のマイナス。女性は２．３で、

こちらは前年と比較してマイナス０．１でございます。 

  指標の説明は以上でございます。 

○門脇会長 ありがとうございました。 

  ただいまの説明について、何か質問やご意見がありますでしょうか。 

○田嶼会長代理 松尾課長代理に確認ですけれども、資料１４－１は、プロセス指標とい

う大きな項目の中に、１がストラクチャー指標になっていますね。 

  それで、ストラクチャー指標は（１）、（２）ではいいと思うんですけど、２－１は、

これは今までプロセス指標として分けていたのではなかったかしら。 

  この文言を統一したほうがいいかもしれないです。 

○松尾課長代理 すみません。ご指摘ありがとうございます。 

  きちんと資料を修正させていただきたいと思います。 

○門脇会長 私も全く同じことを考えていたので、ありがとうございました。 

  この医療連携の会では、最初から、ストラクチャー指標とプロセス指標とアウトカム

指標という形で、このような形で進めてきて、これもかなり先駆的だと思うんですけれ

ども、ご指摘ありがとうございました。 

  ほかにいかがでしょう。 

  それでは、次に報告の二つ目、平成２８年度糖尿病地域連携の登録医療機関制度の実

績報告について。よろしくお願いします。 

○松尾課長代理 それでは、資料１５をごらんください。 

  また、参考資料としまして、一番最後ですか、参考資料３というものを同時に見てい

ただきたいと思います。参考資料３は２枚続いていますが、その２枚目の糖尿病地域連

携の登録医療機関の実績報告についてというＡ４、１枚の資料でございます。 

  それでは、資料１５をごらんください。 

  糖尿病地域連携の登録医療機関の登録要件にある、連携の実績や勉強会への参加状況

を報告するというのがこの参考資料３でございます。参考資料３の２枚目の様式により

まして、２８年度の実績も検討会の事務局を通じまして集計をいただきました。その結

果を報告します。 

  まず、１５の１／６のページをごらんください。実績の報告の提出率です。 

 医療圏ごとに分けて、さらに医科・歯科ごとに集計しています。 
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  （Ａ）が実績報告を提出していただいた医療機関数で、（Ｂ）が全登録医療機関数で

すので、Ａ割るＢで実績報告率としています。 

  一番右下の都全体の欄をごらんください。 

  ２９年４月１日現在、登録機関数３，５５８ですので、その内訳としまして、医科・

歯科がそれぞれあるというところでございます。 

  実績の報告率は、医科が６８％、歯科が５８％、全体で６４％です。 

  参考に、前回の平成２７年の数字を出していますが、その数が２，１１９、率が、医

科が７１％、歯科が５６％、全体で６５％でしたので、１％ほど減少したというところ

ですが、提出数は１５０施設以上ふえているというところです。 

  ２ページ目は、それをグラフにしたものでございます。 

  続いて、３ページ目をごらんください。２／６でございます。 

  さっきの参考資料２でいいますと、２の登録している項目というものを集計したもの

でございます。 

  かかりつけ医が１，０９６、専門医が２５０、かかりつけ眼科医が１７９、かかりつ

け歯科医が８０６、その他の診療科のものは合計が８３ということになっております。

これを合計しますと２，４１４となりますが、実績報告の提出医療機関数が２，２７０

ですので、これは同一の医療機関が複数登録することも可能だという重複計上がござい

ます。 

  続いて、４ページ目、３／６をごらんください。 

  登録様式でいうと３の１年間の糖尿病医療連携の実績を集計したもので、紹介または

逆紹介の実績があった医療機関数を、圏域、さらに医科・歯科ごとに集計したものです。 

  一番右下の都全域をごらんください。 

  実績報告の提出があった２，２７０の医療機関のうち、いずれか１カ所でも紹介また

は逆紹介の実績があった医療機関数は１，５４４で、連携率という数でいいますと、医

科が８８％。先ほど歯科が少ないという話でしたが、歯科が３２％で、全体で６８％と

いうところです。 

  こちらも前回を参考に、２７年度の実績を書いていますが、実績があった医療機関数

が１，５２０のうち、連携率は医科が８９％、歯科が３４％、全体で７２％でしたので、

パーセントとしては４％下がっているというところでございます。 

  次に５ページ目、４／６をごらんください。 

  登録様式でいうと、２の登録している項目のチェックがあった項目ごとに、１年間の

医療連携実績の紹介を受けた医療機関、紹介元がどこであったかを集計したもので、そ

れを棒グラフにしたものです。 

  一番左上のかかりつけ医が紹介を受けた医療機関は、内科が最も多くて５９７、次に

眼科が２６５となっています。その他、ほとんどの項目で内科からの紹介が多かったと

いうところでございます。 
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  続いて、６ページ目、５／６をごらんください。 

  紹介を行った医療機関がどこであったかを集計したもので、棒グラフのところです。 

  一番左上のかかりつけ医が紹介を行った医療機関は、内科が最も多く６８４、次に眼

科が５７９となっております。 

  その右隣の専門医が紹介を行った医療機関では、内科と眼科がほぼ同じ数というとこ

ろでございました。 

  続いて、最後、７ページ目をごらんください。 

  各圏域・医師会・歯科医師会が開催する勉強会への参加状況でございます。 

  実績報告提出数２，２７０のうち、勉強会等へ参加した実績があった数は１，５００

というところで、参加率は、医科が７０％、歯科が６０％、全体で６６％ということで、

こちらも前回との比較を計上しております。 

  最後に、８ページ目はそれを棒グラフにしたものでございます。 

  資料１５は以上でございます。 

○門脇会長 この点は先ほども少し議論になりましたけれども、いかがでしょう。 

  それでは、先ほどの議論を踏まえて、歯科も含めて連携を強めるという形で進めてま

いりたいというふうに思います。 

  それでは、報告の三つ目になります。 

  東京都保健医療計画の改定について、事務局から資料の説明をお願いします。 

○宮澤 医療政策部の宮澤でございます。 

  私から、保健医療計画の改定について、報告させていただきます。 

  資料１６、東京都保健医療計画の改定についてをごらんください。 

  こちらに計画改定の概要について、計画の性質、計画期間、改定の要旨について、記

載させていただいております。 

  計画期間について、これまで５年でございましたが、介護保険事業支援計画との整合

性を図るために６年となり、計画期間は平成３０年度から平成３５年度までとなってお

ります。 

  続きまして、資料１７、２枚目をごらんください。 

  糖尿病について、これまでの現行計画では医療連携体制に関する取組と、予防に関す

る取組について分けて記載されておりましたが、今回の改定では第４節切れ目のない保

健医療体制の推進の、４糖尿病において、予防から医療を一体で記載することとなって

おります。 

  また、今回の改定において、重症化予防についての記載を追加させていただいており

ます。 

  なお、具体的な内容につきましては、本協議会のもとに設置し、７月に開催した保健

医療計画改定ワーキングでご意見をいただきまして、資料１８のとおりとさせていただ

いております。 
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  最後に、資料１８の４枚目、第６章計画の推進体制のページをごらんください。 

  これまで保健医療計画の進捗状況管理については、東京都保健医療計画推進協議会に

おいて行っておりましたが、丸の二つ目に記載があるとおり、まず、各疾病・事業単位

で設置している協議会等において、事業の進捗状況や指標などについて評価・検討を行

うこととなりました。 

  そのため、糖尿病に関する事項については、本協議会において、今後進捗管理を行っ

ていくこととなります。 

  なお、糖尿病に関する評価指標については、資料１８の最後のページに記載がござい

ますが、これまでも本協議会においてプロセス指標、ストラクチャー指標、アウトカム

指標として評価・検討を行っていただいているものが主ではございますが、取組２につ

いて追加となっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  保健医療計画の改定についての説明は、以上でございます。 

○門脇会長 ただいまの保健医療計画の改定についてのご説明については、何か質問があ

りますでしょうか。 

  これは、案という形ですけれども、これはどういう状況でしょうか。 

○久村課長 ただいま医療審議会のほうにお諮りさせていただいておりまして、ちょうど

明日、医療審議会を開催しますので、そちらで確定ということになります。 

○門脇会長 糖尿病に関する部分についての取組の評価について、この糖尿病医療連携協

議会もそこに関与してという形のご説明をいただきました。 

  よろしいでしょうか。 

  それでは、明日も、糖尿病の医療連携協議会でも賛同を得たということも含めて、ご

報告をいただければというふうに思います。 

  本日、予定されていた議事、報告は以上ですが、先生方からご質問、ご意見、ご提案

等はございますでしょうか。 

  もしなければ、先生方のご協力と、事務局が大変手際よくご説明いただいたので、何

とか最後まで行き着くことができました。 

  最後に、事務局にマイクをお返しいたします。 

○久村課長 本日は、活発なご議論をいただきまして、ありがとうございます。 

  きょうは、重症化予防プログラムのご承認をいただきました。 

  それから、登録医療機関制度につきまして、あるいは連携手帳につきまして、ご意見

をいただきまして、門脇会長のほうからも、今後、ワーキングを設置しての検討も含め

てということをお話しいただきましたので、少し事務局のほうで検討させていただきま

して、今後も相談させていただきながら進めてまいりたいというふうに思います。 

  それでは、事務的な連絡でございますが、まず、本日の資料でございますが、机上に

お残しいただきましたら、事務局からご郵送させていただきます。 

  また、本日お車でいらっしゃった方、駐車券をご用意しておりますので、事務局まで
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お知らせください。 

  最後に、委員の皆様の任期でございますが、平成３０年３月３１日で満了ということ

になります。平成２８年度から２年間、多大なるご支援、ご協力を賜りまして、誠にあ

りがとうございます。 

  来年度以降の次期委員につきましては、門脇会長とご相談させていただきながらと思

っておりますが、改めてお願いすることもあろうかと思いますので、その際はよろしく

お願いいたします。 

  それでは、以上をもちまして、平成２９年度糖尿病医療連携協議会を閉会とさせてい

ただきます。 

  本日は誠にありがとうございました。 

（午後 ７時２７分 閉会） 


